
固定資産評価審査委員会の審査の流れ

１ 形式審査 却 下

不適法事由
・審査の申出ができない案件
・不備が補正されない場合

不適法なもの

適法なもの

２ 書面審理
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○反論書提出

必要に応じて

○実地調査

※委員会の判断に
○弁明書提出

必要に応じて
・証拠書類等提出

３ 審査の決定

棄 却
一部または

全部認容

決定から１０日以内に審査申出人、
評価庁（市長）の双方に通知

登録価格の修正
通知を受けた日から10日以内

※認容の決定があった場合

取消訴訟の提起
決定を知った日から６ヶ月以内

※決定に不服がある場合

○口頭審理

受 理

○口頭意見陳述

※審査申出人の希

○審査申出書（副
本）を評価庁に送付

却 下

不備等がある場合は補正

審査決定前に価格の修正
が行われ、申出の理由が消
滅した場合
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